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（英語原文の和訳  FoE Japan） 

 

2018年 10月 12日 

 

内閣総理大臣 安倍 晋三 様 

外務大臣 河野 太郎 様 

国際協力機構 理事長 北岡 伸一 様 

 

 

緊急要請：インドラマユ農民の釈放を！ 

日本政府はインドネシア・西ジャワ州インドラマユ石炭火力発電所への 

いかなる支援も停止すべき 

 

 

世界各国からの以下の署名団体は、インドネシア・西ジャワ州インドラマユ石炭火力発電事業・拡張

計画（送変電設備建設を含む1）（以下、同計画）に反対している現地農民への深刻な人権侵害に対し、

深い憂慮の念を表明します。国際市民社会は日本政府に対し、すでに 2018 年 5 月に提出した書簡2の

なかで、現在まさに起きている「犯罪者扱い」の状況について警告し、国際協力機構（JICA）が同計

画への支援をこれ以上行なわないよう要請しました。しかし、インドラマユの現場では人権状況が改

善されるどころか、日本が支援している汚染かつ破壊をもたらす同石炭火力拡張計画から自分たちの

生活や環境を守ろうと努力してきている現地農民に対し、インドネシア政府側の弾圧が依然続いてま

す。 

 

9 月 24 日、昨年 12 月に一時不当逮捕された農民 2 名サウィン氏およびスクマ氏が、インドラマユ県

警によって再び不当逮捕されました。インドネシア国旗を上下逆に掲げたという「国旗侮辱罪」の嫌

疑で、前回の不当逮捕時には 24 時間以内に釈放されましたが、依然として容疑者扱いの状況は変わっ

ていませんでした。県警はその後も同罪状で捜査を続けており、9 月 21 日付で両名に召喚状を出して

いました。それを受け、両名は 24日、担当弁護士とともにインドラマユ県警に赴きました。 

 

同農民 2 名は、同計画の反対運動や同計画に対する環境許認可取消を求める行政訴訟を続けている現

地の住民ネットワーク JATAYU（インドラマユから石炭の煙をなくすためのネットワーク）のメンバ

ーで、積極的に活動を行なってきました。9月 24日は、多くの JATAYU のメンバーもインドラマユ県

警前に集まり、2 名の不当逮捕を止めるよう抗議の声を上げましたが、県警側は逃亡の恐れ・証拠隠滅

の恐れ等を理由に 10月 13日まで 20日間の勾留を決定しました。 

 

両名は 9 月 27 日以降、現在も、検察によって勾留されている状態となっています。そして、検察官は、

現地農民らが同計画に抗議しているのは、土地を占有したいだけとの偏った認識を示しています。し

かし、現地農民が同計画に抗議している真の理由は、同計画によって彼らの生計手段が破壊され、健

康状態が悪化することを懸念しているためです。 

 

インドラマユの現地住民はこれまで、拡張計画反対の横断幕とともに、インドネシア国旗を掲げなが

ら、同計画の中止を求めてきました。今回、不当勾留されているサウィン氏およびスクマ氏も、昨年

12 月 14 日、継続して同計画に反対し、自分たちの生活や環境を守ろうとしている強い意思を見せよ

うと、国旗と横断幕を自分たちの村に取り付けました。隣人の証言や証拠写真によれば、「国旗を上

下逆に掲げた」という「国旗侮辱罪」が言いがかりであることは明白です。また、2 名の農民自身も、

                                                           

1
 https://www2.jica.go.jp/ja/evaluation/pdf/2012_IP-561_1_s.pdf 

2 
http://www.foejapan.org/aid/jbic02/cirebon/180518.html 
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そのような「（国旗）侮辱罪」について強く否定し続けています。同計画に反対する現地住民を黙ら

せようとするインドネシア政府側の弾圧・嫌がらせの可能性が非常に高いと言えます。 

 

また、この時期に同「国旗侮辱罪」のケースが蒸し返されている背景には、もう一つの「犯罪者扱い」

のケースとの兼ね合いがあると考えられます。つまり、2017 年 11 月 29日、同計画のためのアクセス

道路工事をめぐるインドネシア国有電力会社（PLN）の下請け業者との暴力沙汰で、上述した行政訴

訟の原告 1 名を含む現地住民 4 名が収監されている件です。同 4 名については、今年 4 月初頭から未

決勾留されていましたが、今年 8月半ばに 6ヶ月の実刑が言い渡され、この 10月初頭に釈放されたば

かりです。こちらのケースが終わるのをあたかも見計らったかのように、インドラマユ県警がまた

「国旗侮辱罪」の件を持ち出してきていることは、同計画に反対する現地住民に絶え間なく圧力をか

ける目的ともとれます。実際、現地住民、特にこうした弾圧の直接の対象となっている当人、および、

その家族にとっては、日々の生活を奪われ、心身両面で大きな負担を抱えることになっているのは否

めません。 

 

加えて、こうした弾圧は強化されようとしています。警察と検察は、現地農民の支援者を特定しよう

と、彼らに対して同計画に抗議するよう言ったのが誰なのか、「犯罪者扱い」を受けている両農民に

問い質しています。今後、警察と検察の迫害が、現地農民を支援している個人や団体にまで及ぶこと

が非常に懸念されます。そうなれば、1945 年インドネシア共和国憲法第 28 条 E（3）項、つまり、

（公共の面前で）意見を自由に表明する権利に明らかに違反します。 

 

同計画に反対する現地住民らが、裁判や平和的な手段で抗議しているにもかかわらず、このような公

権力による弾圧を受けるといった状況は、許されるべきではありません。また、こうした公権力によ

る強硬な行為は、現地住民のなかに恐怖感を植え付けるとともに、少なからぬ住民に萎縮効果をもた

らし、反対運動への参加や自由な意見表明を妨げる可能性もあり、人権擁護の観点から大変憂慮され

ます。このまま深刻な人権侵害の状況が改善されなければ、JICA 環境社会配慮ガイドライン（以下、

ガイドライン）の規定する「ステークホルダーの意味ある参加」や「社会的合意」が確保されないま

ま、抑圧的な形で同計画が進められてしまうことが大変危惧されます。 

 

日本政府の開発協力大綱3でも、「開発協力の適正性確保のための原則」として、「当該国における民

主化，法の支配及び基本的人権の保障をめぐる状況に十分注意を払う」ことが明記されており、日本

政府は、現地住民が自由に反対の声をあげることができない、つまり、表現の自由など基本的人権や

適切な住民参加が確保されていない状況にある事業への支援を決してすべきではありません。そのよ

うな状況で資金供与をすれば、人権侵害に加担していることと同じであり、現在の人権状況に日本政

府が満足しているという誤った認識を相手国政府に与える恐れもあります。 

 

インドネシアが日本の政府開発援助（ODA）の最大の受取国（累計ベース）であり、また、日本がイ

ンドネシアに対する最大の援助国である4ことを鑑みれば、日本政府の毅然とした行動は極めて重要で

す。もう一つ看過してはならないことは、JICAがインドネシア国家警察に対し、2001年から今日まで、

「インドネシア国家警察改革支援プログラム」5の下で、技術協力、無償資金協力、研修を含む、継続

的な支援を行なってきていることです。上述したようなケースは、政府の事業に平和的に抗議してい

る市民を鎮圧する方法として、善良な市民にいかなる刑法の条項をも適用して捕えていた（スハルト

の）新秩序の時代から、（インドネシアの）治安維持機構が何ら変化を遂げていないことを示すもの

で、日本政府はこのような実態に気づくべきです。 

 

したがって、私たちは、日本政府・JICAに対し、可及的速やかに以下の対応をとるよう要請します。 

 

                                                           

3 
https://www.mofa.go.jp/files/000067701.pdf 

4 
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/files/000367699.pdf#page=19 (only available in Japanese) 

5
 https://www.jica.go.jp/indonesia/english/office/others/pdf/NL_200708_02.pdf ; 

https://www.jica.go.jp/indonesia/english/activities/activity10.html 
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1. インドネシア政府・PLN に対して、今回の農民 2 名の不当逮捕・長期勾留の件に関する事実関

係の確認を行ない、当該農民 2 名の無条件釈放を働きかけること。また、同計画への懸念を示

している現地農民、および、その支援者に対するこうした「犯罪者扱い」の再発防止を含む、

人権状況の改善を求めること。 

2. インドネシア政府・PLN に対して、日本が支援している事業地での地元の軍・警察関係者の関

与も含む人権侵害について強い懸念を表明するとともに、深刻な人権侵害が起きている事業へ

の支援はできぬ旨をより明確な形で伝えること。 

3. 同拡張計画（送変電設備建設を含む）において、JICA ガイドラインに違反している状況がみら

れるため、供与中のエンジニアリング・サービス（E/S）借款の貸付を停止すること。また、

相手国政府から要請があった場合でも、送変電設備等を含む本体工事への円借款供与の検討を

行なわないこと。 

 

繰り返しとなりますが、現地住民の意味ある参加や表現の自由を著しく阻害するこうした弾圧はあっ

てはならないことです。現地住民の反対・懸念の声を日本政府が真摯に受け止め、本件について賢明

かつ早急な対応をとっていただけるよう宜しくお願い申し上げます。 

 

 

（以下、26ヵ国 188団体、7個人署名） 
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